
施策・基本事業評価表

優先度：成果＝高。財源＝高。●健康づくり課、市民課、福祉事務所、かんきょう課、介護保険課

番号 施策の対象 施策のねらい 区分 施策の成果指標（単位） 評価 評価の判定理由と原因分析の説明 今後の取り組み等

成果 健康寿命（男）（歳） - - - - 77 0 - - 77 0 - 78 0 順調

成果 健康寿命（女）（歳） - - - - 80 4 - - 82 0 - 82 0 不調

成果
40歳から59歳までの死亡
者の割合（％）

0 28 0 24 0 19 0 39 0 18 0 24 0 22 0 23 0 25 0 20 横ばい

　働き盛りの者の死亡については、昨
年度より若干増加している。
　死亡原因としては、がん16人（男性6
人、女性10人）、心疾患5人（男性4
人、女性1人）脳血管疾患3人（男性3
人）と生活習慣病が約80％を占めてい
る。また、自殺3人（男性3人）とその他
４人である。
　心血管系疾患による死亡及び自殺
において、男性が多くなっている。

　平成25年5月から特定健診受診勧奨時
や健診受診申込時に、全てのがん検診の
受診勧奨を行う。がん検診の結果、要精
密検査対象者には12月までに確実な受
診勧奨を行う。
　また、特定健診受診結果リスクが高い方
に、生活習慣病予防・悪化防止のため特
定保健指導を実施する。若年層（35歳～
39歳）に対しては、特定健診と同様の健診
を実施する。
　自殺による死亡を減らすために、広報ち
くご、HPによる「ふくおか自殺予防ホットラ
イン」など相談窓口の周知啓発やゲート
キーパーに関する情報を発信する。

成果
三大死因の死亡者数（10
万人あたり）（人）

- - - - - 444 8 488 8 - 487 9 400 0 不調

生活習慣病(悪性新生物、脳血管疾
患、心疾患）の死亡者数は横ばい状
態である。

　特定健診受診勧奨時や健診受診申込
時に、全てのがん検診受診勧奨を行う。
　がん検診の結果、要精密検査対象者に
は確実な受診勧奨を行う。
　また、特定健診の受診結果リスクが高い
方には、平成25年3月までに特定保健指
導を実施し、生活習慣病予防・悪化防止
に努める。

番号 基本事業の対象基本事業のねらい 区分 基本事業成果指標（単位） 評価 評価の判定理由と原因分析の説明 今後の取り組み等

成果
健全な生活習慣を持って
いる人の割合（％）
（０歳～中学生以下）

- - - - - 50 9 - - 68 6 目標達成

　よく体を動かすことがある子どもは、
67.3％と昨年度より3ポイント増加して
いる。また1日平均2時間以上テレビを
見る子どもは、63.5％と1.3ポイント減
少しており、活動に関しての生活習慣
については、改善がみられる。
　一方、食事に関しては、朝ごはんを
ほとんど毎日食べている人は、91.7％
と昨年度より3.9ポイント減少しており
悪化している状況である。

　関係機関・団体と連携し、健康増進計画
及び食育推進計画による実施業務の取り
組みを図る。
　食に関しては、乳幼児健診や乳幼児教
室、親子料理教室、講演会等を通じ、正し
い食生活の習得ができるように支援する。
　また、広報やホームページに食育情報を
掲載し、随時更新することで、家庭におけ
る食育推進に繋げる。
　講演会においては、特に若年層の積極
的出席を促すために、学校、保育園、幼
稚園等へチラシ配布を依頼する。
　テレビやパソコンの連続利用の弊害や、
身体を動かすことの必要性等について、
乳幼児教室等機会ある毎に説明すること
で、健全な生活習慣保持に繋がるよう支
援する。

成果
健全な生活習慣を持って
いる人の割合（％）
（成人）

- - - - - 82 3 - - 80 8 横ばい

　日頃から健康に気をつけている人
や、意識的に体を動かすよういつも心
がけている人は、20～50歳代は20％
前後であるが、60歳代は40％を超え
ている。
　一方、3食規則正しくとっている人
は、20～50歳代は70％台、60歳代は
80％台である。また、食後、歯磨きを
する人は、25～49歳で80％を超えてい
るが、20～24歳及び50～60歳代は、
60％余りである。

　特定保健指導対象者に対して、随時電
話や訪問を行い、平成26年3月までに保
健指導を実施し、生活習慣の改善ができ
るように支援する。
　また、機会ある毎に、健康増進教室や出
前講座、広報等を通じて生活習慣病予防
に対する情報提供を行う。
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施策名 23年度2１年度

2１年度17年度

18年度 20年度 22年度

1

健康増進事業の推
進により、市民の
健康増進に関する
意識の高まり、健
康づくりに取り組む
市民が増える。

　健康寿命とは、生きている長さの中
で、元気で活動的に暮らすことができ
る長さのことを言う。平均余命と健康
寿命の差（障害期間）をいかに縮める
かということが重要といえる。平成21
年度を平成16年度と比較すると、男性
は1.0歳延び、女性は0.5歳短くなって
いる。
　算定方式では介護保険被保険者
数、要支援・要介護者数から65歳以上
の自立率を算出することになっている
ため、要介護認定状況が影響してくる
と思われる。

　健康増進計画、高齢者福祉計画・介護
保険事業計画、食育推進計画等に基づ
き、定期的に庁内、外部会議を開催し、実
施計画の進捗管理を行う。又平成25年5
月から特定健診受診勧奨電話、8月から
受診勧奨個別訪問を行い、11月までにが
ん検診と共に受診者を増やす。8月から特
定健診受診者で生活習慣病リスクが高い
人へ特定保健指導等を実施し、併せてが
ん検診要精密検査者の受診確認を行う。

20年度 23年度22年度

4-2 健康づくりの推進 市民

年代に応じた健康
づくりを推進して、
健康寿命が延びて

いる。

基本事業名称

健康増進事業の推進
主に壮年期ま
での市民



番号 基本事業の対象基本事業のねらい 区分 基本事業成果指標（単位） 評価 評価の判定理由と原因分析の説明 今後の取り組み等
28年度

（目標値）
24年度19年度18年度

前期
目標値

2１年度17年度 20年度 23年度22年度基本事業名称

成果
１年に１回健康診断を受
けている市民割合（％）

- 70 1 72 0 71 7 74 7 69 5 73 5 - 72 7 横ばい

　毎年1回健診を受けている人は、25
～39歳までは60％前後で、20～24歳
及び40～60歳代は70％を超えてる。

　特定健康診査の受診率向上を図るた
め、５～7月に電話により、8～10月には訪
問により受診勧奨を行う。併せて、8月末
に、未受診者に対して、受診勧奨のハガ
キを送付する。
　特に、ハートフル健診(35歳～３９歳対
象）など若年層の受診率向上のために、
乳幼児健診の際、対象者（保護者）には、
チラシを配付して受診勧奨を行う。

成果
１年に１回がん検診を受
けている市民割合（％）

- - - - - - 43 3 - 36 3 不調

　がん検診を受診している人は、36.3%
で、部位別にみると、胃がん46.5％
大腸がん45.9％　肺がん39.3％　乳が
ん34.3％　子宮がん38.3％である。

　がん検診受診率向上を図り、悪性新生
物による死亡を減らすために、特定健診
受診勧奨の際、がん検診の受診勧奨を行
う。
　また、要精密検査対象者には、健診機
関からの受診勧奨の後、未受診者には再
度受診勧奨を行い、連絡がない者には電
話による受診勧奨を行い、確実な受診に
繋げる。

成果
一人あたり一般医療費
（円）

267,879 279,670 291,325 326,860 342,596 345,078 349,460 305,000 350,548 390,000 横ばい

　前年度に比べて0.3ポイント増加して
いるが、伸率はほぼ横ばいの状況で
ある。
　伸率の鈍化は、感染症の大きな流
行がなかったこと、また、生活習慣病
において、特定健診・特定保健指導の
受診率・実施率の向上が影響している
ことが考えられる。

成果
一人あたり退職者医療費
（円）

431,051 416,653 459,764 404,105 400,792 396,392 359,739 491,000 425,456 420,000 不調

　前年度に比べて18.3ポイント増加と
いう高い伸びとなった。全体に占める
退職者医療の割合は、約8％であり、
少人数の多額の医療費が直接影響す
るもので、平成24年度は、退職者被保
険者の手術費用等、高医療が見られ
たことが原因と考えられる。

成果
妊娠、出産時の状況に対
し、満足している母親の割
合（％）

93 8 - - - 92 9 94 0 92 9 96 0 95 6 96 0 順調

　妊娠・出産時の母親の満足度は、増
加している。
　不満の内容で最も多いのは、「夫の
援助等家庭環境」で、次に「病院・産
院の設備」「妊娠・出産・子育てについ
ての不安への対応」である。

　不満の内容で最も多かった、「夫の援助
等の家庭環境」を少しでも改善できるよう
に、妊婦及びその家族を対象とした教室
開催時に、家族の積極的支援を促すと同
時に、父子健康手帳を配付し、家庭内で
の援助等が積極的に行われるよう支援す
る。

成果
乳幼児健康診断での要精
密検査受診率（％）

- - - - - 72 2 - - 91 7 80 0 目標達成

　要精密検査受診率は目標に達して
いる。これは、要精密となった方に対し
紹介状を渡し、早期の受診を勧める。
また返書が遅い方については、連絡を
とり未受診者へは受診勧奨を行ってお
り、受診率向上に繋がっている。

　乳幼児健診結果、要精密となった場合
には、その旨保護者に説明し、受診勧奨
を行う。また、返書が遅い場合には、連絡
をとり未受診者へは受診勧奨を行う。

代替
乳幼児健康診断の未受診
率(％)

5 00 3 92 3 76 3 57 1 87 2 30 2 20 2 00 2 50 2 00 順調

　年度毎の増減はあるが、健診におい
ての最終的な未受診は、56人であり、
母子健康手帳交付時や新生児訪問、
乳児全戸訪問時等に乳幼児健診の受
診勧奨を行い、未受診者には電話や
訪問等を行うことが、未受診者減少に
繋がっていると考える。

　機会ある毎に受診勧奨を行い、未受診
者には、電話、訪問等を行うとともに、さら
に受診率をあげるよう啓発に努める。

成果
学校健康診断での要精密
検査受診率（％）

- - - - - 94 8 - - 98 0 95 0 目標達成

　二次健診の、検尿は学校において、
結核は医療機関受診にて行われてお
り、二次要精密検査対象者の多くが検
尿によるものであり、受診率向上に繋
がっている。

　要精密検査対象になった場合には、保
護者を通じて確実な受診勧奨を行う。

成果
乳幼児の平均予防接種率
（％）

- - 89 5 92 0 92 0 92 2 94 2 - 92 1 94 0 横ばい

　予防接種率は、若干の増減はある
がほぼ横ばいの状態である。

　乳幼児健診時に、予防接種の必要性を
説明することと併せて、予防接種の種類
が増えた中で、接種対象年齢内に、規定
の接種間隔で接種できるるように、接種ス
ケジュールのアドバイスを行う。

04
６５歳以上の
者

高齢者（65歳以上）
が、健康維持、介
護予防に努め、健
康状態を悪化させ
ないようにしてい
る。

成果
健康維持に気をつけた生
活習慣を持っている高齢
者の割合（％）

68 6 69 8 80 1 68 0 65 1 62 8 71 2 72 1 横ばい

　日頃から健康のために意識的に身
体を動かすよういつも心がけている人
は、60％を超えている。食事について
は、野菜をほとんど毎日摂っている人
が約80％に対し、肉・魚などの主菜を
ほとんど毎日食べている人は約60％、
牛乳や乳製品をほとんど毎日摂って
いる人は約40％であり、バランスよい
食事摂取に対しての意識がまだ低い
と考えられる。
　生きがいを持って生活している人
は、65～69歳が81.8％に対し70歳以
上は77.2％と年齢による大きな差はな
い。

　介護保険証交付式や高齢受給者証交
付式等高齢者が多く集う機会を活用し、バ
ランスよい食事や運動の効果等、健康な
老後を過ごすために必要な生活習慣に対
する情報提供を行う。
　また、地域デイサービスや老人クラブ活
動等、身近な地域活動への参加勧奨を行
い、高齢者が気安く、楽しく参加できるよう
支援する。

高齢期の健康維持と
介護予防の推進

母子共に健やかに
生み育ち、健康の
管理が出来てい
る。

03 母子保健の充実 母子

02
疾病の早期発見・早期

治療の充実

壮年期までの
市民

疾病を早期に発
見・予防、治療でき
る

国民健康保険制度
を利用し、疾病が
早期に発見、治療
されることで、適正
な医療費が保たれ
ている。

国保加入者

   今後も、11月末まで実施する特定健診
の勧奨を積極的に行い、早期発見・早期
治療に役立て、また、要指導者への確実
な指導へと結びつけることで、重症化予防
にとりくむ。
　 医療費適正化として、ジェネリック医薬
品の利用促進のため、被保険者証交付時
のチラシ同封や、毎月200人を上限とし
て、ジェネリック差額通知を送付することで
周知をはかる。
  本年10月には、国保連データベースシス
テム（ＫＤＢ）が本格稼働することになって
おり、分析を行うことで、現状の把握と今
後の対策を検討する。



番号 基本事業の対象基本事業のねらい 区分 基本事業成果指標（単位） 評価 評価の判定理由と原因分析の説明 今後の取り組み等
28年度

（目標値）
24年度19年度18年度

前期
目標値

2１年度17年度 20年度 23年度22年度基本事業名称

社会
筑後市及びその周辺の診
療所や病院施設に関する
充足度（％）

93 9 93 3 95 3 93 1 94 1 94 7 94 9 93 0 横ばい

　市内には、多くの診療所はあるが、
病院は、市内に市立病院含めて２施
設しかない。
　しかし、市民の交通アクセスが良く、
久留米医療圏、八女・筑後医療圏を
含めた受療状況があると考えられ、こ
のことからくる満足度、充足度であると
考えられる。

　国は、医療資源の集約化を図り、効率的
な医療を提供するため、医療機関の機能
分担を進めている。
　筑後市立病院では、精密な検査や手術
が必要になった患者さんを、地域医療機
関より紹介を受けて治療するという役割を
果たしていく。

成果
市立病院について満足し
ている市民の割合（％）

67 2 68 9 64 2 61 3 62 9 64 3 67 7 72 3 目標達成

　アンケート結果では、満足度は前年
より4.6ポイント上昇し、目標達成して
いる。しかし、まだ救急医療、待ち時
間,、産科医不足に対する不満や、患
者に直接接する医師や看護師の態度
等に対する不満も多い。
　「今後の重要度」の回答では、「力を
入れてほしい」が18.7％、「できれば力
を入れてほしい」が35.5％であり、5割
超の市民が市立病院に対して期待を
している。

　救急外来の機能強化として、日中の救
急外来では、初期対応から専門科の医師
への診療体制の確立により、引き続き、救
急の運営がスムーズにいくよう取り組んで
いく。
　また、待ち時間対策としては、平成25年
2月に電子カルテを更新によるカルテ入力
時間の短縮や、医療秘書を配置し、代行
入力等を強化し、引き続き、時間短縮を
図っていく。
　患者からの意見、苦情等に関しては、マ
ナー向上委員会の検討結果の回答を添
えて、院内掲示等を行いながら、職員の
接遇向上、患者サービスの向上に引き続
き努める。
　平成25年度には、ICU病棟や救急外来
の充実のための施設整備う。待ち時間対
策として、待合標示システムを導入し、診
療の進捗状況を画面で表示する。
　また、周産期医療の体制整備に関して
は、医師確保に向けて、継続して久留米
大学に働きかけを行っていく。

05
安全安心な医療体制
の充実

市民

病院と診療所間の
連携が強化され、
市民がいつでも安
心して医療を受け
られるようになって
いる。


